
教育委員会の情報の公表について 

 

教育政策課 
 

１ 経過及び内容 

  知事会見(5/25、6/1)において、教育委員会の情報の公表について意見が出された。 

 ⑴ 交通事故に関するケガの状況について、どこまで公表するのかはっきりせず、その場での対

応となっている。 

⑵ ＵＳＢ紛失のプレスリリースにおいても、紛失した職員の性別、年齢、所在地区名を出したほ

うがよい。 

⑶ 教育長会見で、教育長に処分内容の質問をさせないようにしている。 

   （懲戒処分については、質問を担当課長が受けることとしており、教育長に直接質問する機

会がない。） 

 

２ 基本的な姿勢 

個人が特定される可能性があり、個人の権利、利益を保護する必要がある場合を除き、公表でき

る情報は公開していく。 

 

３ 具体的な対応方針 

 ⑴ 処分時における傷病の状況の公表について 

これまでの対応と考え方 今後の対応 

○公表資料には、最も長い加療期間を記

載し、傷病に関する質問に対し傷病名

を回答。 

例：全治○○カ月の傷害 

・懲戒処分等の指針における量定の判断

基準が最も長い全治までの期間であ

るため、その部分を記載。また、会見

対応については、明確なルールを定め

ていない。 

傷病の状況は、被害者の意向を尊重した上で、

公表資料にすべての傷病を記載する。 

ただし、傷病が多数の場合は、主な傷病（２程

度）を公表資料に記載し、取材で求められれば

全て公表する。 

 

 ⑵ ＵＳＢ紛失などの情報セキュリティインシデント発生時について 

これまでの対応と考え方 今後の対応 

○公表資料には、校種と職名のみ記載

し、取材等で求められた場合も性別な

どは非公表。 

例：高等学校 教諭 

・公表の目的が、個人情報の拡散による

二次被害防止のため、情報の当該者の

意向を尊重した上で、インシデントに

直接関連する情報のみを公表。 

当事者個人が特定される可能性がある場合を除

き、年齢、性別、所在地区も公表する。 

 

 ⑶ 懲戒処分時の教育長会見について 

これまでの対応と考え方 今後の対応 

○会見冒頭に、処分の内容に関する質問

は、会見後に行う担当課長の記者会見

で行うようアナウンスし、教育長に懲

戒処分に関する質問があれば教育長

が返答。 

・会見を効果的に行うため、処分の詳細

についての説明及び質問への対応は

担当課長が行い、特に処分への思いな

どを聞きたい場合には教育長が対応。 

担当課長による記者会見後に教育長会見を行

い、処分についても教育長に質問ができるよう

にする。 

 






